
 四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

  令和７年３月２５日 

                     四日市市長  森  智 広     

 

四日市市条例第５号 

   四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例（昭和５９年四日市市条例第７

号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（給料） （給料） 

第２条 市長等の給料は、次のとおりと

する。 

第２条 市長等の給料は、次のとおりと

する。 

(1) 市長 月額 １，１５０，０００円 (1) 市長 月額 １，１３７，０００円 

(2) 副市長 月額 ９３６，０００円 (2) 副市長 月額 ９２５，０００円 

  

 （旅費）  （旅費） 

第５条 市長等が、公務のために旅行す

る場合に支給する旅費については、別

表に定めるもののほか、一般職に属す

る職員の例による。 

第５条 市長等が、公務のために旅行す

る場合に支給する旅費については、別

表第１及び別表第２に定めるもののほ

か、一般職に属する職員の例による。 

 

改正後 

別表（第５条関係） 

 鉄道賃 鉄道を利用する移動に要する費用とし、その額

は、運賃、急行料金その他の規則で定める費用の

額の合計額 

 

 船賃 船舶を利用する移動に要する費用とし、その額

は、運賃、寝台料金その他の規則で定める費用の

額の合計額 

 



 宿泊費 旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域

の実情を勘案して規則で定める額。ただし、当該

宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で

定める場合は、当該宿泊に要する費用の額 

 

 

 

改正前 

別表第１（第５条関係） 

 鉄道賃 船賃 車賃 

１ｋｍに

つき 

宿泊料 日当 

１日につき 

食卓料 

（１夜につき） 

 

 甲地方 乙地方  

 そ の 乗 車

に 要 す る

運賃 

上級の

運賃 

３７円 １５，９

００円 

１４，９

００円 

３，０００

円 

３，０００円  

 備考 

  １ 宿泊料の欄中の甲地方及び乙地方とは、四日市市職員の旅費に関する条例（昭和

３８年四日市市条例第５号）別表第１備考第１項に規定する地域をいう。 

  ２ 日当は、鉄道を利用する片道２００ｋｍ以上の日帰り旅行については、１，５０

０円を加算する。 

 

改正後 

 

 

改正前 

別表第２（第５条関係） 

 区分 日当の額  

 鉄道及び陸路５０ｋｍ以上１００ｋｍ未満（車賃の支給を受ける旅行

にあっては、１３ｋｍ以上２５ｋｍ未満）水路２５ｋｍ以上５０ｋｍ

未満の旅行 

１，５００円  

 

 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の規定による改正後の四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条

例第５条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に

出発する旅行については、なお従前の例による。 

（総務部人事課） 


